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前回のご質問・ご意見について

４ ⺠間移管対象園の数と想定される園について

１ 社会福祉事業団への公立保育士の派遣について
・派遣の対象、保育士の給与体系、研修制度等

３ 保育サービスの拡大への期待

・一般社会福祉法人への移管（豊田市事例）のメリット
・事業団方式も補助金の支給対象となるのか？

２ ⺠間移管の方法について

・財政面以外のメリット、市⺠からみたメリット

５ 公立保育園が持つ役割について
・地域における多面的役割、半数が⺠間移管されても担えるのか？

６ 基幹園の設置の意図、役割について



前回のご質問・ご意見について

１社会福祉事業団への公立保育士の派遣について
(1)管理職、主任等も派遣の対象？
➡ 派遣の対象

(2)⺠間の保育士と一緒に働くことになるのか？
➡ 現状と変わらない体制

(3)⺠間に移管しても公立保育士は辞めなくて済むのか？
➡ 退職の必要はない

派遣により、事業団所管園にて勤務



前回のご質問・ご意見について

１社会福祉事業団への公立保育士の派遣について
(4)⺠間保育士の給与⽔準について
➡ 公立保育士と同等

仮に市で採用した場合の給与が支給できるよう、
施設型給付及び市独自の補助金を⺠間園に給付

(5)⺠間移管後の研修制度及び体制について
➡ 現在と同等の研修制度を確保

さらに、基幹園を拠点とした連携の一つとして、
公開保育（公立園・事業団園・⺠間園）を実施予定

研修体制の拡充⇒保育の質の向上
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２ ⺠間移管の方法について
(1)一般社会福祉法人への移管理由及びメリットは？
【豊田市】 H15〜H20の間に、4保育園、6幼稚園を移管

・保育に係る費用の削減（国・県補助金の活用）
・特別保育の拡大
➡延⻑保育(4園)・休日保育(4園)・病後児保育(1園)

これに対して安城市は？
・公立園において、早い時期から特別保育を実施
・子ども子育て支援事業計画のアンケート結果により
特別保育の必要量を満たしている
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２ ⺠間移管の方法について
(2)事業団方式も補助金の支給対象となるのか？
➡事業団方式も国・県からの補助金(※)の支給対象
国立市・三鷹市の事例あり
※⺠間保育園の運営費に対する国・県からの財政支援



前回のご質問・ご意見について

３ 保育サービスの拡大への期待
☆⺠間移管によって得られる財政的メリットを
市⺠に還元できないか？

➡ 持続的な保育の提供のためには、財源確保は必須
これに加えて、
⺠間移管によって得られる財源を活用し、
市⺠に還元できる新たなサービスの提供を考えたい

議題『⺠間⼿法を活⽤した保育園等の運営について』
にて説明させていただきます
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４ ⺠間移管対象園の数と想定される園について
(1)概ね半数程度を移管するとした理由は？
➡ 派遣を伴う人事異動を円滑に行うため

概ね３年で、市と事業団を行き来する形

公益的法人への派遣法及び派遣条例
派遣期間：原則３年まで（最大５年）
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４ ⺠間移管対象園の数と想定される園について
(2)移管する園の想定は？規模や定員など
➡ 中規模程度の園児数が多く・定員充足率が高い園
理由
・経営の観点から、施設型給付が多く支払われる必要がある
⇒園児数は、施設型給付の積算項目の一つ

【公立として残る園の運営】
・大規模園：基幹園として中学校区内の各園の連携の拠点
・小規模園：こども園への移行など保育サービスの拡充

⇒園児数の増加へ
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５ 公立保育園が持つ役割について
(1)地域における多面的な役割とは？
➡① 地域の拠点的役割（集落の子どもや家庭の状況を把握）
② 子育て支援を推進する役割（学校、児童相談センター等と連携）
③ 人材育成、保育の質の向上に努める役割（保育研究、研修）

(2)約半数が⺠間移管され、引き続き担えるのか？
➡①市と事業団の公私連携により担保
②基幹園の設置及び同一中学校区内の連携により、
⺠間園と共に、市全体で取り組む
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６ 基幹園の設置の意図、役割について
基幹園の設置の意図は？基幹園の役割は？
➡① 地域の子育て支援の中心的存在
② 災害時における応急保育の実施

議題『⺠間⼿法を活⽤した保育園等の運営について』
にて、具体的な内容を説明させていただきます

③ 中学校区内の各園の連携の拠点


